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○�

旧
河
澄
家
の
運
営
を
民
間
事

業
者
に
指
定
す
る
事
の
是
非

○�

ト
ラ
イ
く
ん
を
か
た
ど
っ
た

防
犯
ブ
ザ
ー
の
配
付
方
法
と

Ｐ
Ｒ
の
た
め
の
販
売
検
討

○�

新
制
度
移
行
に
伴
う
幼
稚
園

の
保
育
料
減
免
措
置
の
検
討

と
徴
収
業
務
の
連
携

○�

保
育
と
幼
児
教
育
の
今
後
の

あ
り
方

○�

学
力
向
上
対
策
の
取
組
み
に

対
す
る
効
果

務
の
委
託
終
了
後
に
公
園
協

会
が
委
託
業
者
か
ら
従
業
員

を
採
用
す
る
こ
と
の
是
非

○�

近
鉄
奈
良
線
若
江
岩
田
駅
、

河
内
花
園
駅
、
東
花
園
駅
の

高
架
化
に
よ
る
経
済
効
果

○�

コ
ン
ビ
ニ
の
増
加
に
よ
る
市

内
商
業
へ
の
影
響
と
状
況
把

握
の
必
要
性

○�

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制

度
で
の
施
設
利
用
料
の
軽
減

○�

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構

築
に
向
け
た
体
制
整
備

○�

病
児
病
後
児
保
育
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ

等
へ
の
委
託
検
討

○�

生
活
困
窮
者
支
援
事
業
開
始

に
向
け
た
体
制
確
保

○�

受
給
者
の
状
況
に
応
じ
た
生

活
保
護
費
の
支
給
体
制

○�

日
常
生
活
用
具
等
給
付
事
業

の
対
象
に
お
け
る
ワ
ン
セ
グ

ラ
ジ
オ
の
追
加
検
討

○�

総
合
病
院
の
緩
和
ケ
ア
病
棟

開
設
に
伴
い
安
易
に
病
床
数

を
減
ら
す
こ
と
へ
の
指
摘

○�

東
地
区
の
し
尿
収
集
運
搬
業

常
任
委
員
会
の
　

　
主
な
審
査
項
目

民
生
保
健
委
員
会

文
教
委
員
会

環
境
経
済
委
員
会

○�
防
災
拠
点
で
あ
る
総
合
庁
舎

西
側
駐
車
場
へ
上
下
水
道
局

新
庁
舎
を
建
設
し
た
場
合
の

緊
急
車
両
搬
入
ス
ペ
ー
ス
確

保
の
問
題

〇�

上
下
水
道
局
新
庁
舎
建
設
費

に
お
け
る
自
己
財
源
不
足

〇�

自
転
車
駐
車
場
に
お
け
る
指

定
管
理
者
公
募
の
目
途

○�

有
料
公
園
等
に
お
け
る
指
定

管
理
者
の
早
期
公
募
と
非
公

募
で
の
指
定
期
間
短
縮
の
必

要
性

○�

一
般
職
非
常
勤
職
員
の
新
た

な
任
用
再
開
に
対
す
る
疑
問

と
現
行
法
及
び
制
度
に
沿
っ

た
運
用
の
必
要
性

○�

指
定
管
理
者
指
定
に
関
す
る

評
価
配
点
を
統
一
す
る
必
要

性
と
公
募
、
非
公
募
の
基
準

○�

新
市
民
会
館
の
整
備
等
へ
の

Ｐ
Ｆ
Ｉ
導
入
の
是
非
と
現
市

民
会
館
、
文
化
会
館
閉
館
に

伴
う
代
替
施
設
の
確
保

○�

来
年
度
以
降
の
行
財
政
改
革

プ
ラ
ン
の
具
体
的
取
り
組
み

建
設
水
道
委
員
会

総
務
委
員
会

第4回定例会　議案の各派態度表� 　　　（○賛成　×反対）　　　

会　派　名

議　案　名

公

明

党

日
本
共
産
党

み
ら
い
フ
ォ
ー
ラ
ム

自
民
党
ク
ラ
ブ

自
由
民
主
党

民
主
東
大
阪
議
員
団

自
民
党
刷
新
の
会

真
正
議
員
団

自
民
党
清
新
会

さ
わ
や
か
な
風

11月28日　議決分
東大阪市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件
平成26年度東大阪市一般会計補正予算（第５回）�
東大阪市職員給与条例等の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件　
平成26年度東大阪市一般会計補正予算（第６回）　
平成26年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３回）　
平成26年度東大阪市介護保険事業特別会計補正予算（第３回）　
平成26年度東大阪市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）
平成26年度東大阪市水道事業会計補正予算（第１回）
平成26年度東大阪市下水道事業会計補正予算（第１回）
平成26年度東大阪市病院事業会計補正予算（第２回）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12月18日　議決分
平成26年度東大阪市一般会計補正予算（第４回）に関する専決事項報告の件　
東大阪市民生委員定数条例制定の件　
東大阪市花園ラグビー場条例制定の件　
執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件　
執行機関の附属機関に関する条例等の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市介護保険事業の人員、設備及び運営等に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市準用河川占用料徴収条例の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例制定の件　
東大阪市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件　
平成26年度東大阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４回）　
平成26年度東大阪市病院事業会計補正予算（第３回）　
訴訟提起の件　
訴訟提起の件　
指定管理者指定の件（高井田障害者センター）　
指定管理者指定の件（五条老人センター・高井田老人センター・角田総合老人センター）　
指定管理者指定の件（心身障害児通園施設）　
指定管理者指定の件（高井田保育所）　
指定管理者指定の件（母子生活支援施設）　
指定管理者指定の件（日下・四条・中鴻池・若江岩田駅前・楠根・布施駅前・近江堂市民プラザ）　
指定管理者指定の件（市民美術センター）　
指定管理者指定の件（産業技術支援センター）　
指定管理者指定の件（勤労市民センター）　
指定管理者指定の件（駅前自転車駐車場８施設）　
指定管理者指定の件（有料公園11施設・特定８公園）　
指定管理者指定の件（花園地域生涯学習ルーム）　
指定管理者指定の件（児童文化スポーツセンター）　
指定管理者指定の件（鴻池新田会所・郷土博物館・埋蔵文化財センター）　
市道路線認定の件　
八尾市市道路線認定の件　
市道路線廃止の件

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成26年度東大阪市一般会計補正予算（第７回）修正案 × ○ × × × × × × × ×
平成26年度東大阪市一般会計補正予算（第７回）　　
東大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例制定の件　
東大阪市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定の件　
平成26年度東大阪市水道事業会計補正予算（第２回）　
東大阪市立高井田西小学校校舎増築その他工事に関する請負契約締結の件　
指定管理者指定の件（荒本共同浴場）　
指定管理者指定の件（長瀬共同浴場）　
指定管理者指定の件（荒本斎場）　
指定管理者指定の件（旧河澄家）

○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

単純な労務に雇用される一般職非常勤職員の給与の種類及び基準に関する条例制定の件（継続審査）　
保育に従事する一般職非常勤職員の報酬その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例制定の件（継続審査） ○ ○ ○ ○× ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育委員会委員任命の同意を求める件　
固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求める件　
財産区管理委員選任の同意を求める件　
監査委員選任の同意を求める件

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

旭町庁舎と旭町図書館を守る請願の閉会中継続審査 ○ ○ × ○× × ○ ○ ○ ○ ○

市民の生涯学習の場である青少年女性センターの存続を求める請願の閉会中継続審査 ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○

すべての子どもの権利が保障される保育・子育て支援制度の実現を求める請願の閉会中継続審査　
障がい者医療助成の精神障がい者への適用に関する請願の閉会中継続審査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※　○×：２名賛成、1名反対

―
小
規
模
企
業
の

�

実
情
に
つ
い
て
―

問　

本
市
で
は
、
中
小
企
業
振

興
条
例
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ

た
中
小
企
業
振
興
会
議
に
お
い

て
モ
ノ
づ
く
り
や
地
域
商
業
の

あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
議

論
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
の
議
論
の
成
果
を
踏
ま

え
、
国
の
小
規
模
企
業
振
興
基

本
法
と
本
市
の
中
小
企
業
振
興

条
例
に
基
づ
き
、小
さ
な
企
業
、

小
規
模
企
業
の
実
情
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
、

来
年
度
に
向
け
た
決
意
を
伺
う
。

市
長　

振
興
会
議
か
ら
の
意
見

も
参
考
に
活
性
化
す
る
た
め
の

施
策
を
着
実
に
実
行
し
て
い
く

こ
と
を
踏
ま
え
、
来
年
度
の
予

算
に
反
映
さ
せ
て
ま
い
る
。

―
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

�

の
構
築
に
つ
い
て
―

問　

介
護
、
福
祉
、
医
療
、
保

健
、
住
宅
、
子
育
て
、
教
育
、

商
業
、
ま
ち
づ
く
り
等
、
関
係

部
署
と
の
連
携
が
必
要
で
あ
る

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構

築
に
向
け
た
『
担
当
課
』
の
設

置
に
つ
い
て
、
設
置
時
期
、
事

務
分
掌
、人
員
体
制
、庁
内
の
連

携
及
び
支
援
体
制
な
ど
現
在
の

準
備
状
況
を
具
体
的
に
示
せ
。

副
市
長　

担
当
課
の
設
置
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

に
向
け
調
整
を
行
っ
て
お
り
、

所
管
事
務
と
し
て
は
地
域
包
括

ケ
ア
や
高
齢
者
地
域
支
え
合
い

事
業
の
ほ
か
、
介
護
保
険
制
度

改
正
に
伴
う
新
し
い
総
合
事
業

等
の
企
画
、
調
整
等
を
想
定
し

て
い
る
。

―
政
務
活
動
費
の
再
発
防
止
の�

�

た
め
に
見
直
し
を
―

問　

現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る

政
務
活
動
費
に
つ
い
て
、
わ
が

党
は
こ
れ
ま
で
も
政
務
活
動
に

限
っ
た
使
途
に
す
る
よ
う
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
作
成
の
時
に
も
指
摘

を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
間
も
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
見
直
し
作
業
が
行

わ
れ
て
い
る
が
、
今
こ
そ
議
員

と
し
て
の
自
浄
能
力
を
発
揮

し
、
政
務
活
動
の
趣
旨
に
沿
っ

た
活
動
に
限
っ
た
支
出
へ
と
襟

を
正
す
と
と
も
に
、
政
務
活
動

を
一
層
精
力
的
に
す
す
め
て
い

く
こ
と
が
市
民
の
信
頼
回
復
に

つ
な
が
る
も
の
と
考
え
る
。今
、

議
会
で
政
務
活
動
費
の
見
直
し

の
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、

わ
が
党
は
①
領
収
書
と
と
も
に

報
告
書
の
提
出
②
飲
食
へ
の
支

出
禁
止
③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

の
領
収
書
等
公
開
を
提
案
す

る
。ま
た
、政
務
活
動
費
改
善
へ

全
会
派
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
い

る
中
、
市
長
は
十
月
十
六
日
の

新
聞
で
「（
市
長
の
）
示
し
た

私
案
を
基
に
し
て
い
た
ら
九
十

五
％
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
」
と

し
て
い
る
が
、そ
の
根
拠
は
何

か
。

市
長　

九
十
五
％
と
い
う
の
は

自
分
の
私
案
が
か
な
り
厳
し
い

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら

発
言
し
た
も
の
。
監
査
要
求
に

つ
い
て
も
議
会
で
見
直
し
に
つ

い
て
取
り
組
ん
で
い
る
一
助
に

な
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

会
派
の
主
張（
本
会
議
の

質
問
な
ど

）
会
派
の
主
張
の
内
容
は

各
会
派
が
責
任
を
も
っ

て
掲
載
し
て
い
ま
す
。

―
旭
町
庁
舎
は
用
途
変
更
な
ど
で

　
文
化
的
価
値
を
保
存
す
べ
き
―

問　

旭
町
庁
舎
に
つ
い
て
は
こ

の
間
「
安
全
性
、
経
済
性
、
効

率
性
な
ど
を
総
合
的
に
検
討
し

た
結
果
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
新
庁

舎
と
し
て
建
て
か
え
る
」
と
い

う
答
弁
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
。
わ
が
党
議
員
団
主
催
で
旭

町
庁
舎
の
活
用
に
つ
い
て
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
行
う
中
で
、
旭
町

庁
舎
の
デ
ザ
イ
ン
の
特
徴
や
全

国
で
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
外

観
を
残
し
て
の
大
規
模
改
修
）

や
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
（
用
途
変

更
）
の
事
例
、
ま
た
旭
町
庁
舎

の
活
用
つ
い
て
の
多
様
な
提
案

が
あ
っ
た
。
様
々
な
手
法
を
使

っ
て
旭
町
庁
舎
を
残
す
よ
う
再

度
検
討
す
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

理
事　

旭
町
庁
舎
は
昭
和
三
十

九
年
に
竣
工
し
た
も
の
で
、
外

観
や
デ
ザ
イ
ン
を
残
し
て
の
耐

震
化
は
困
難
で
あ
る
。
建
物
自

身
の
保
存
は
で
き
な
い
が
、
図

面
、
文
献
等
で
の
保
存
は
可
能

で
あ
る
と
考
え
る
。

日
本
共
産
党

代
表
質
問　

長
岡　

嘉
一

文
化
的
価
値
の
あ
る
旭
町
庁
舎
は
専
門
家
の
意
見
も

聞
き
、
用
途
変
更
な
ど
で
デ
ザ
イ
ン
を
残
す
べ
き
！

政
務
活
動
費
の
再
発
防
止
策
に
議
会
あ
げ
て
取
り
組
む
べ
き
！

民
主
東
大
阪

東
大
阪
の
町
工
場
に
き
め
細
や
か
な
施
策
を
！

代
表
質
問　

鳴
戸　

鉄
哉

　

次
の
請
願
は
、
所
管
の
常
任

委
員
会
で
審
査
さ
れ
ま
し
た
。

◆�
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
な
っ

た
請
願

▼�

旭
町
庁
舎
と
旭
町
図
書
館
を

守
る
請
願（
継
続
審
査
事
件
）

▼�

す
べ
て
の
子
ど
も
の
権
利
が

保
障
さ
れ
る
保
育
・
子
育
て

支
援
制
度
の
実
現
を
求
め
る

請
願
（
継
続
審
査
事
件
）

▼�

市
民
の
生
涯
学
習
の
場
で
あ

る
青
少
年
女
性
セ
ン
タ
ー
の

存
続
を
求
め
る
請
願
（
継
続

審
査
事
件
）

▼�

重
度
障
が
い
者
医
療
助
成
の

精
神
障
が
い
者
へ
の
適
用
に

関
す
る
請
願

Ｉ
の
導
入
を
前
提
と
す
る
民
間

活
力
可
能
性
調
査
を
行
う
新
市

民
会
館
建
設
事
業
を
削
除
す
る

修
正
を
提
案
す
る
。

　

民
間
業
者
が
設
計
、
建
設
、

維
持
管
理
、
運
営
を
一
体
的
に

請
け
負
う
Ｐ
Ｆ
Ｉ
で
は
、
一
般

的
に
用
途
が
限
ら
れ
て
い
る
庁

舎
な
ど
に
お
い
て
コ
ス
ト
削
減

の
効
果
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、

市
民
会
館
な
ど
社
会
教
育
施
設

や
文
化
施
設
に
つ
い
て
は
、
利

用
者
の
声
を
反
映
す
る
の
が
困

難
で
あ
り
、
市
民
等
、
来
場
者

が
満
足
す
る
施
設
と
は
な
ら
な

い
。
市
民
と
の
協
働
を
進
め
、

よ
り
質
の
高
い
市
民
会
館
を
作

る
に
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
を
導
入
す
る

こ
と
は
馴
染
ま
な
い
。よ
っ
て
、

一
般
会
計
補
正
予
算
よ
り
Ｐ
Ｆ

請

願

修
正
案
提
案
説
明

　

新
制
度
移
行
に
よ
り
公
立
幼

稚
園
の
利
用
料
は
三
倍
近
く
に

な
る
。
さ
ら
に
今
後
は
保
育
所

等
利
用
料
を
含
め
、
負
担
増
と

な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、
総
合
病
院
の
病
床
数

削
減
は
、
市
民
の
健
康
や
医
療

に
対
す
る
責
任
放
棄
で
あ
り
、

総
合
庁
舎
敷
地
内
で
の
建
設
が

前
提
で
あ
る
上
下
水
道
局
庁
舎

建
設
は
建
設
地
や
新
庁
舎
の
あ

り
方
を
再
考
す
べ
き
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
高
井
田
西
小
工
事
請

負
契
約
に
お
け
る
入
札
は
、
談

合
の
手
法
で
あ
る
九
十
五
％
ル

ー
ル
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

指
定
管
理
者
指
定
に
つ
い
て

の
荒
本
、
長
瀬
共
同
浴
場
は
、

特
定
の
雇
用
の
た
め
非
効
率
で

あ
り
、
荒
本
斎
場
は
対
費
用
効

果
等
に
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、

旧
河
澄
家
は
、
非
公
募
の
方
針

で
あ
っ
た
文
化
施
設
を
公
募
と

し
た
結
果
、
学
芸
員
の
経
費
を

削
減
し
た
株
式
会
社
が
選
定
さ

れ
、
市
の
責
務
で
あ
る
継
続
的

な
文
化
財
保
護
を
果
た
せ
な
く

な
る
。
以
上
、
八
議
案
に
反
対

し
、一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ

い
て
は
、
修
正
案
を
提
案
す

る
。

討

論

日

本

共

産

党

日

本

共

産

党


